
社会福祉法人 慈徳会 

女性活躍推進法に基づく行動計画 

 

女性が管理職として活躍でき、全ての職員が長く働くことができるよう行動計画を策定

する。 

 

１．計画期間  令和５年８月１日～令和１０年７月３１日までの５年間 

 

２．内容 

  目標（１） 

管理職に占める女性の割合 30％以上目指す。（現状は 12.5％） 

     ≪対策≫ 

 ①令和５年８月～ 職員への面談を行い管理職員への意識啓発を行う。 

 

②令和６年４月～ リーダー、主任の育成のための研修の実施し、役職者の 

の育成を行う。 

 

       ③令和７年４月～ リーダー、主任候補者の選任。 

 

       ④令和８年４月～ リーダー、主任等の役職者への研修を実施し、スキルア 

ップを図る。 

        

  目標（２） 

 男女とも長く働ける職場環境をつくるため入職３年未満の退職者をゼロとする。        

     ≪対策≫ 

①令和５年８月～ 中途採用者も含めた入職時研修内容の見直し。 

 

       ②令和５年 11 月～ 中途採用を含めた新規入職者への OJT による教育と 

メンター制度の活用。 

 

       ③令和 6 年 4 月～ 外部研修への参加と年２回の上司との面談によるフォ 

ローの実施。 

 

以上 


